
寒 川 町 介 護 保 険 法 施 行 細 則 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  

(被 保 険 者 証 の 交 付 ) 

第 4条  省 令 第 26条 第 2項 に 規 定 す る 申 請

書 は 、 介 護 保 険 被 保 険 者 証 交 付 申 請 書

(第 3号 様 式 )と す る 。  

2 省 令 第 27条 第 1項 の 規 定 に よ る 被 保 険

者 証 の 再 交 付 の 申 請 書 は 、介 護 保 険 被 保

険 者 証 等 再 交 付 申 請 書 (第 4号 様 式 )と す

る 。  

(加 え る ) 

 

 

 

 

～ 略 ～  

(特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 等 の 額 ) 

第 1 5条  次 に 掲 げ る 介 護 給 付 又 は 予 防 給

付 の 額 は 、厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に

よ り 算 定 し た 費 用 の 額 の 100分 の 90  

                 

        に 相 当 す る 額 と す る 。 

～ 略 ～  

(高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 等 の 支 給 申 請 ) 

第 18条  (略 ) 

2 (略 ) 

(加 え る ) 

 

 

～ 略 ～  

(負 担 限 度 額 認 定 の 申 請 等 ) 

第 20条  (略 ) 

2 (略 ) 

3 (略 ) 

(加 え る ) 

 

 

 

～ 略 ～  

第 4号 様 式 (第 4条 関 係 ) 

別 添 参 照  

～ 略 ～  

(被 保 険 者 証 の 交 付 ) 

第 4条  省 令 第 26条 第 2項 に 規 定 す る 申 請

書 は 、 介 護 保 険 被 保 険 者 証 交 付 申 請 書

(第 3号 様 式 )と す る 。  

(削 る ) 

 

 

 

(被 保 険 者 証 、 負 担 割 合 証 等 の 再 交 付 ) 

第 4条 の 2 省 令 第 27条 第 1項 及 び 第 28条

の 2第 4項 に 規 定 す る 申 請 書 は 、介 護 保 険

被 保 険 者 証 等 再 交 付 申 請 書 (第 4号 様 式 )

と す る 。  

～ 略 ～  

(特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 等 の 額 ) 

第 1 5条  次 に 掲 げ る 介 護 給 付 又 は 予 防 給

付 の 額 は 、厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に

よ り 算 定 し た 費 用 の 額 の 10 0分 の 90 (法

第 49条 の 2の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 に あ

っ て は 100分 の 80)に 相 当 す る 額 と す る 。 

～ 略 ～  

(高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 等 の 支 給 申 請 ) 

第 18条  (略 ) 

2 (略 ) 

3  省 令 第 8 3条 の 2の 3及 び 第 9 7条 の 2の 2

に 規 定 す る 申 請 書 は 、介 護 保 険 基 準 収 入

額 適 用 申 請 書 (第 25号 の 2様 式 )と す る 。  

～ 略 ～  

(負 担 限 度 額 認 定 の 申 請 等 ) 

第 20条  (略 ) 

2 (略 ) 

3 (略 ) 

4  省 令 第 8 3条 の 6第 2項 (省 令 第 9 7条 の 4

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 )に 規 定

す る 同 意 書 は 、介 護 保 険 負 担 限 度 額 同 意

書 (第 31号 の 2様 式 )と す る 。  

～ 略 ～  

第 4号 様 式 (第 4条 の 2関 係 ) 

別 添 参 照  



第 5号 様 式 (第 6条 関 係 ) 

別 添 参 照  

第 6号 様 式 (第 6条 関 係 ) 

別 添 参 照  

第 7号 様 式 (第 6条 関 係 ) 

別 添 参 照  

第 8号 様 式 (第 6条 関 係 ) 

別 添 参 照  

第 9号 様 式 (第 6条 関 係 ) 

別 添 参 照  

第 10号 様 式  (略 ) 

第 11号 様 式 (第 8条 関 係 ) 

別 添 参 照  

第 12号 様 式 (第 9条 関 係 ) 

別 添 参 照  

第 13号 様 式 (第 10条 関 係 ) 

別 添 参 照  

第 14号 様 式 (第 11条 関 係 ) 

別 添 参 照  

～ 略 ～  

第 20号 様 式 (第 16条 関 係 ) 

別 添 参 照  

～ 略 ～  

第 23号 様 式 (第 17条 関 係 ) 

 別 添 参 照  

～ 略 ～  

(加 え る ) 

 

 

第 29号 様 式 (第 20条 関 係 ) 

 別 添 参 照  

～ 略 ～  

(加 え る ) 

 

 

第 5号 様 式 (第 6条 関 係 ) 

別 添 参 照  

第 6号 様 式 (第 6条 関 係 ) 

別 添 参 照  

第 7号 様 式 (第 6条 関 係 ) 

別 添 参 照  

第 8号 様 式 (第 6条 関 係 ) 

別 添 参 照  

第 9号 様 式 (第 6条 関 係 ) 

別 添 参 照  

第 10号 様 式  (略 ) 

第 11号 様 式 (第 8条 関 係 ) 

別 添 参 照  

第 12号 様 式 (第 9条 関 係 ) 

別 添 参 照  

第 13号 様 式 (第 10条 関 係 ) 

別 添 参 照  

第 14号 様 式 (第 11条 関 係 ) 

別 添 参 照  

～ 略 ～  

第 20号 様 式 (第 16条 関 係 ) 

別 添 参 照  

～ 略 ～  

第 23号 様 式 (第 17条 関 係 ) 

別 添 参 照  

～ 略 ～  

第 25号 の 2様 式 (第 18条 関 係 ) 

別 添 参 照  

 

第 29号 様 式 (第 20条 関 係 ) 

別 添 参 照  

～ 略 ～  

第 31号 の 2様 式 (第 20条 関 係 ) 

別 添 参 照  

～ 略 ～  

 

附  則  

(施 行 期 日 ) 

1 こ の 規 則 は 、平 成 27年 8月 1日 (以 下「 施

行 日 」と い う 。)か ら 施 行 す る 。た だ し 、

第 5号 様 式 か ら 第 9号 様 式 ま で 及 び 第 11

号 様 式 か ら 第 14号 様 式 ま で の 改 正 規 定



は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

(準 備 行 為 ) 

2 施 行 日 以 降 に 支 給 す る 特 定 入 所 者 介 護

サ ー ビ ス 費 又 は 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ

ー ビ ス 費 に 係 る 介 護 保 険 負 担 限 度 額 認

定 証 の 交 付 に 関 し 必 要 な 行 為 は 、同 日 前

に お い て も 、こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 寒

川 町 介 護 保 険 法 施 行 細 則 の 例 に よ り 行

う こ と が で き る 。  
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